
－当医院からのご案内－ 

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨の届出を行っています。 

 

 

■歯科初診料の注 1 に規定する基準（歯初診）  

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、  

研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。  

 

■歯科外来診療医療安全対策１（外安全 1）  

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、   

自動体外式除細動器（AED）を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制

を整備しています。  

 

■歯科外来診療感染対策１（外感染 1）  

当医院では、院内感染管理者を配置しており、 

院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。  

 

■歯科治療総合医療管理料（医管）  

歯科治療総合医療管理料(医管)とは、歯科治療時に全身状態をモニタリングして 

管理できる設備を完備している歯科医院のみ認定される制度です  

 

■在宅患者歯科治療総合医療管理料（在歯管）  

在宅患者歯科治療時医療管理料（在歯管）は、高血圧、心不全、脳血管障害などの 

歯科治療に影響を受けるであろう基礎疾患を持つ患者さんの治療時に、 

全身状態をモニタリングして管理できる歯科医院のみ認定される制度です。  

 

■歯科訪問診療料の注 13 に規定する基準（歯訪診）  

歯科訪問診療（歯訪診）とは、身体的や精神的理由で歯科医院に通院ができない 

患者に対して、歯科医師や歯科衛生士が自宅や介護施設、病院などに訪問して治療を 

行う制度です。  

 

■光学印象歯科技工士連携加算（光印象）  

歯科補綴治療に係る専門の知識及び 3 年以上の経験を有する歯科医師が 1 名以上 



配置され、また保険医療機関内に歯科技工士が配置されており、歯科医師と 

歯科技工士が協力して口腔内の確認を行い光学（デジタル）印象装置を活用する 

体制を整えています。  

 

■ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー（歯 CAD）  

ＣＡＤ／ＣＡＭと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される 

冠やインレー（かぶせ物、詰め物）を用いて治療を行っています。  

 

■クラウン・ブリッジの維持管理（補管）  

装着した冠（かぶせ物）やブリッジについて、２年間の維持管理を行っています。  

 

■歯科診療特別対応加算 1（175）  

著しく歯科診療が困難な患者さまに対して歯科訪問診療を行った場合に 

歯科診療特別対応加算 1 として 175 点を加算します。  

 

■酸素の購入単価（酸単）  

前年の１月から１２月までに購入した酸素の対価及び容積の届出を行っています。  

 

■歯科外来・在宅ベースアップ評価料（1）（歯外在ベⅠ）  

物価高騰や人材確保への対応として、一定の診療体制・人員配置・賃上げ等の要件を 

満たす医療機関が届け出ることのできる評価料です。  

当院ではこの評価料の要件を満たすことで、診療体制の維持・人材育成・労働環境の 

整備に取り組んでいます  

 

 

●連携先保険医療機関名：医療法人財団荻窪病院  

電話番号：03-3399-1101  

 

 

上石神井たぐち歯科  

院長 田口 慧 


